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■2 月名護市長選で自公推薦の新市長誕

生を許してしまったが、稲嶺進・前市長を

支えた名護市議会野党議員の闘いは続い

ている。3/23 渡具知新市長は基地再編交

付金の受取りを表明。一方で辺野古新基

地については「法令に則って対応する」と

しつつ「決して容認ではない」とも言わざ

るを得ない。本音では基地建設を推進し

たい市長と、反対が多数を占める議会と

名護市民の民意のせめぎあいが続く。■

3/13 沖縄県が違法工事の差止めを求めた

訴訟の那覇地裁判決、3/14 には山城博治

さんらの弾圧裁判の判決も出された。い

ずれも国側の主張を丸呑みした不当判決

だ。(2 頁）■辺野古の浅瀬部分の護岸工

事が進み、あと数百ｍで浅瀬が囲い込ま

れる。政府は「６月にも土砂投入」で秋の

知事選前に県民の諦めを狙っている。か

つてジュゴンの餌場であり、ウミガメが

産卵する浜もある生物多様性に富んだ豊

かな海が壊滅的な打撃を受ける。土砂投

入をさせてはならない。この浅瀬部分に

も絶滅危惧種のオキナワハマサンゴの移

植問題がある。移植のため沖縄防衛局は

県に採捕申請し許可を得る必要があるが

県の不許可決定もあり、埋め立てに必要

な仮設道路の工事が中断している現実も

ある。■さらに大浦湾側の深場の海底に

は前号でも触れた活断層と海底地盤の脆

弱性の致命的な問題がある。（３頁）■自

民党・公明党も含めた全会一致の県議会

決議（2/1、2/21）の中に「沖縄は植民地

ではない」と怒りを込めて表現せざるを

得ないのが米軍による事件・事故が絶え

ない沖縄の現実だ。日米合意でさえも守

られないし、米軍の都合のいいように変

えられてしまう。つい最近も伊江島訓練

空域の上空五千フィート以上の飛行を民

間航空機に認めるとした 1985 年の日米

合意が、数年後には形骸化し上空飛行禁

止になって民間機が迂回している実態が

明らかにされた（3/30琉球新報）。■3/27
に島嶼防衛を主任務とする日本版海兵

隊、陸自水陸機動団が発足した。日米軍事

一体化―共同訓練・共同使用が日常化す

る中で、南西諸島の軍事要塞化が進む。

3/26と 3/27琉球新報は一面で、自衛隊使

用を隠れ蓑にして米軍が沖縄周辺の訓練

空域を 2 年前から大幅に拡大している実

態を暴露している。民間機はその空域を

回避せざるを得ない。■6月土砂投入を許

すな！①辺野古座込み参加②現地へのカ

ンパ③5.26国会包囲等諸行動へ参加を！

■辺野古･高江カンパは 2,392,055 円

(3/31 現在）。引き続きカンパを！

郵振 00210-0-2021 沖縄連続講座

許すな！土砂投入 壊すな！ジュゴンの海 4.26 横浜集会    

  4 月 26 日(木) 18 時半

           横浜市開港記念会館１号会議室 資料代７00 円
■講演：「辺野古新基地建設はいずれ頓挫する」

講師：北上田 毅（きたうえだ つよし）さん（沖縄平和市民連絡会）

■会場：みなとみらい線日本大通駅 1 番出口１分、JR＆市営地下鉄関内駅 10 分

■主催：島ぐるみ会議と神奈川を結ぶ会
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辺野古土砂投入を許すな！新宿デモに 140人(3/24)

新宿駅東口駅前でアピール行動(3/24)
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辺野古大浦湾側の深場部分に基地建設の障害とな

る深刻な問題―活断層と海底地盤の脆弱性―がある

ことはこれまでも地質学者等から指摘されてきた。

2/14 に那覇市内で開催された地質学者など専門

家３氏を招いたシンポジウム（オール沖縄会議主催）

で、立石雅昭新潟大名誉教授（地質学）は米国カリ

実質審理を回避、門前払いの差止め訴訟判決

昨年３月末、仲井真前知事の岩礁破砕許可の期限が

切れた。ところが沖縄防衛局は、県の行政指導も警告も

無視して、岩礁破砕許可のないまま昨年 4 月以降も作

業を強行、４/25には初めて護岸工事にも着手した。沖

縄県漁業調整規則によれば、漁業権の設定されている

漁場内で埋立て工事を進めるためには、県知事の許可

を得なければならない。7/24 沖縄県は違法工事の差止

めを求めて那覇地裁に提訴した。

沖縄防衛局の主張は「名護漁協が補償金と引き換え

に 2016年 11月に漁業権放棄の議決をしているので、

辺野古の海の漁業権は消滅した。従って、知事の岩礁破

砕許可は必要ない」というものだ。これは従来の国の見

解と 180 度異なる。漁協が総会決議で漁業権を放棄し

ても、海域の漁業権が消滅するわけではない。実際に那

覇空港第２滑走路建設工事では漁業権を放棄した海域

にも関わらず沖縄総合事務局が岩礁破砕を申請し、審

査が長引き許可期限が切れると工事を中断している。

いつ国の見解が変わったのか。はっきりしているの

は昨年 3/8 和泉洋人首相補佐官が水産庁長官を官邸に

呼んで協議、6日後の 3/14に沖縄防衛局に水産庁長官

名の新見解が通知されたこと。官邸が介入して行政が

歪められるのはモリカケ問題にも共通する安倍一強政

治の悪弊だ。審理の中で県は従来の水産庁見解が変更

された理由について釈明を求めたが国側は応じず、「行

政が自らの権限保護のためには裁判を利用できない」

とする 2002年の「宝塚パチンコ事件最高裁判決」を持

ち出してひたすら門前払いを求めた。しかし行政学会

の中でも悪評高いというこの判例は、市行政がパチン

コ店の建設中止命令を出した後に「行政上の義務の履

行」を求めた「行政対国民」の訴訟であり、今回の差止

め訴訟のような国の権限行使を自治体がチェックする

ための訴訟まで排除しているとは読めない。

13日の判決は、国側の無理筋の主張を丸呑みして「裁

判の対象にならない」と県の訴えを退けた。そして、漁

業権の有無、岩礁破砕許可権限に関わる司法判断を回

避した。裁判所が地方自治の保障に無理解であること

を示すものであり、「国家行政の活動の適法性確保とい

う裁判所が存在するべき理由の一つを裁判所自ら放棄

した」（稲葉一将名古屋大教授）不当判決という他ない。

3/23沖縄県は判決を不服として控訴した。

「問われるべきは政府の蛮行」―不当な有罪判決

3/14 辺野古・高江の抗議行動を巡り公務執行妨害

や威力業務妨害などの罪に問われた山城博治さんら

3人の判決公判があった。那覇地裁は、山城さんに懲

役２年、執行猶予 3年（求刑２年６月）、共犯として

威力業務妨害罪に問われた男性も懲役 8 月、執行猶

予２年、傷害罪などに問われた男性に懲役１年６月、

執行猶予 5年（一部無罪）の有罪判決が下された。

判決は抗議行動の背景、沖縄の歴史や現実にまった

く関心を示さずに、「犯罪行為であって正当化するこ

とはできない。」「「悪質である。」「「強い非難を免れな

い。」と一方的に断罪している。弁護側が提出した国

際人権法専門家の証人申請も、山城さんの長期勾留を

批判した国連特別報告者の資料などの証拠申請も却

下した。判決は国連が指摘した市民の抗議活動を政府

が制限する際の国連ガイドラインに沿った内容では

ない。同じ那覇地裁でも１/16 の判決では 2016 年の

高江の過剰警備を批判し、憲法上の表現の自由の行使

としての抗議活動の正当性を認めている（県警が控訴

しなかったため確定。辺野古通信 63号参照）。それと

比しても今回の判決は酷すぎる。

「日本は国連人権理事会の理事国である。国際基準

と向き合わない裁判所の姿勢は異様ですらある。」

（3/15 琉球新報社説）。「私たちの民意が政府によっ

て権力によってなぎ倒され、そしてモノを言い続けた

ら獄につなぐ。問われるべきは、権力のありったけを

増員して、県民に襲い掛かってくる政府の蛮行そのも

のだ」（判決後の山城さんの発言）。不当判決に断固抗

議する！山城さんらの裁判闘争を支援しよう！

フォルニア州法、ニュージーランド資源管理法、徳

島県の「南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社

会づくり条例」で活断層の直上、周囲に建物の建設

を禁止・制限している事例があることを紹介し、沖

縄県の条例制定を提案した。活断層の上に建設され

る巨大軍事基地には弾薬搭載エリヤや燃料タンク

▲3/14判決後の集会（3/15沖縄タイムス）
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辺野古新基地建設に伴う地質調査のデータの全面公開、活断層の有無、環境アセスメントの追加を求める意見書

沖縄防衛局は名護市辺野古の新基地予定地で実施した２０１４年から２０１５年の地質調査の報告書には、地盤の強度を示

すＮ値「ゼロ」を示す地点が続出し、地質調査が成立しないほど軟弱地盤であることが明らかになり、さらにその付近では活断

層の可能性があると指摘していることが、個人の情報公開請求や国会議員の資料請求で２０１８年３月に明らかになりました。

当初の設計は、その深い海底に、基礎捨て石を敷きその上に巨大なケーソン（長さ５２メートル、幅２２メートル、高さ２４

メートル、重量７，２００トンの巨大コンクリート製の箱）を並べ設置する工法になっています。

県に申請された埋め立て承認願書には、軟弱地盤を想定した設計ではない事が伺えます。防衛局は自ら行った地質調査の報

告書に、「構造物の安定、地盤の圧密沈下、液状化の詳細の検討を行うことが必須」と結論づけているように、今後、工法等や

地盤改良等の設計変更が必要になることは明らかであります。

沖縄防衛局は、設計変更を伴うような不都合な地質調査結果を隠蔽しようとしたのではないかと疑念が持たれます。今後、

防衛局は、自ら調査内容を全面公開し、県民の理解を得ることが求められます。

一方、防衛局は環境アセスメントでサンゴやジュゴンには影響が少ないと結論づけ、埋め立て工事を進めていますが、昨年

の８月２３日にはアメリカジュゴン訴訟において、サンフランシスコ高裁が、原告適格を認め、国防総省に対して沖縄のジュ

ゴンの保全策について原告と協議するよう、サンフランシスコ地裁に差し戻しました。

また、ＩＵＣＮのフランソワ・シマール氏（海洋専門家）は大浦湾を訪れ、「これほど多様な生態系が維持されている場所は

珍しい。保全されることを願う」と言及しています。

このような国際世論や国内世論の高まりの中で、工事現場では軟弱地盤や活断層の存在という想定外の事実が指摘されてい

ます。

翁長雄志県知事は「知れば知るほど大浦湾は、奇跡の海だ」と表現しています。人類共通の沖縄の財産を次の世代へ残すため

に、現在行われている辺野古新基地計画に伴う工事を一時中断し、新基地建設の必要性及び生物多様な辺野古・大浦湾の海に

及ぼす環境への影響を取り除くために再度徹底的に調査を行うことを要請します。

                              記

１．防衛省は、これまで行った地質調査のデータを全面公開し、科学的、客観的に専門家の意見を取り入れ、活断層の有無につ

いて明らかにする。その間の工事を一時中止すること

２．防衛省は、軟弱地盤の対応を県と協議する必要があり、その間の工事を一時中止すること

３．防衛省は、Ｎ値「ゼロ」を示す軟弱地盤や活断層上に構造物を設置することについて、追加の環境影響アセスメントを行

い、その間の工事を一時中止すること

４．防衛省は、活断層や軟弱地盤の上に構造物を設置することについて環境等監視委員会から意見を求め、その間の工事を一

時中止すること

５．沖縄県は活断層や軟弱地盤等の実態について安全面や環境面からも現場への立ち入りを求め独自の調査を行うこと

                           以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

３月２８日 沖縄県名護市議会

もある。現状でも核兵器の存在まで疑われる

辺野古弾薬庫が存在していることを考える

と、この活断層の存在について沖縄防衛局は

説明責任を尽くす必要がある。

3 月になって沖縄防衛局の地質調査報告

書が情報公開請求により開示され、その中に

「活断層の疑い」が明記されていることが判

明した。防衛局は「活断層は確認されていな

い」（昨年末に閣議決定された質問主意書に

対する回答）と言い逃れることは、もはや許

されない。防衛局の調査報告書で判明したも

う一つの重大な事実は、巨大なコンクリート

製の箱（ケーソン）を設置する予定の海底地

層が「非常に緩い・軟らかい砂質土や粘性土

が 40ｍと非常に厚く堆積している」と記述

されていることだ。専門家は「羽田沖に匹敵

するマヨネーズ並みの軟らかさ」と表現して

いる（3/21沖縄タイムス）。地盤改良が避け

られず、膨大な時間と費用がかかる。そもそ

も地盤改良には設計変更申請と県知事の許

可が必要となる。

3/28、名護市議会で「辺野古新基地建設に

伴う地質調査のデータの全面公開、活断層の

有無、環境アセスメントの追加を求める意見

書」(下に掲載)が野党議員の賛成多数で採択

された。沖縄防衛局は浅瀬部分の工事を中断

し、名護市議会の要請に答えねばならない。
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3/27(火)、「標的の島 風かたか」横浜上映会が横

浜情報文化センターで開かれた。14時と 18時半の

2 回上映。主催は沖縄講座＠横浜、後援「島ぐるみ

会議と神奈川を結ぶ会」「基地撤去をめざす県央共

闘会議」「自治労横浜市従業員労組」。当日は森友問

題の佐川証人喚問が朝からテレビ中継され、国会周

辺にも疑惑徹底解明を求める人々が押し寄せてい

て、上映会の出足に影響するかなと気を揉んだ。結

果的には、昼の部と夜の部で約 100人が来場した。

冒頭主催者から 10 分程度の沖縄の現状報告。映

画が 2017 年の作品のため、映画で描かれた沖縄の

その後の動き、特に最近の①2/4 の名護市長選挙②

3/13 と 3/14 の二つの那覇地裁判決③辺野古の工事

の現況④南西諸島の軍事要塞化について補足した。

映画は宮古・八重山諸島、辺野古、高江の闘いの

現場を駆け巡る約２時間の長編ドキュメンタリー

だが、長さを感じさせない。唄と笑いを絶やすこと

なく、時には涙を流しながらも諦めずに闘い続ける

沖縄の人々の姿は、観客に共感を持って受け止めら

れたようだ。帰り際に沖縄現地に届けるカンパを投

じる人も多く、約４万円集まった。宮古・石垣・辺

野古・高江で闘う人々に届ける予定だ。

[アンケートに寄せられた声（抄録）]

●映画を見て、日本全体がそんな流れになってい

るということを思い知らされました。民意を無

視、役所の人間は、情報はうやむや、強硬にす

すめる。愛知でも上映するのでしっかりと伝え

たいです。（31歳男性）

●良い映画でした。また行って、座り込まねばと

思っています。見てよかったです。（72歳女性）

●命、平和の原点を見つめ直す機会となりまし

た。（51歳男性）

●もっとみんなに知らせたいです。４月 19 日か

ら 28 日まで辺野古に行ってきます。2 回目見

に来ました。（71歳女性）

●大変なイカリを感じました。暴力で沖縄を圧し

ようと思っても、絶対にダメ。平和を思う沖縄。

（年齢性別不明）

●一人でも多くの人に見て欲しいと思いました。

(年齢性別不明）

●もう一度沖縄の人々の不屈の闘いに大いに感

動しました。（70歳男性）

●素晴らしい映画でした。（年齢性別不明））

●高江のことは知っていたが、これほどまでの現

状は知らなかった。見て良かった。（66歳女性）

●2016 年沖縄の辺野古と高江を訪問しました。

状況はますます厳しく、悲しい現実に言葉もあ

りません。（68歳女性）

●基地の問題は常に注視しています。今回の映画

は、沖縄の状況が想像以上にずっと切実で、ず

っと悲惨であると教えてくれます。監督の力強

い追求に敬意を表します。（71歳女性）

●一人でも多くの人に見てもらいたい(67歳男性）

●ようやく観れて良かったです。（63歳女性）

●普通に静かに暮らしたいだけ。戦争で死んだ人

の上に生きている。だから戦争を繰り返さない。

つらい闘いが続いている力強さを感じた。これ

からもいろいろ考えていきたい。（64歳女性）

●これは大変な沖縄差別です！！（年齢性別不明）

●沖縄の現状、人々の怒りが沖縄以外の国民に届

いていないとかんじました。日本人はつくづく

歴史から学ぶことができない人たちだと思いあ

りがとうございました。（65歳女性）

●また辺野古へ行って座りたくなった。石垣、宮

古にも行かなくちゃ。（65歳男性）

●国のひどさは人を悪くする。人間同士がにくみ

合う。国を変えないとダメ。（65歳女性）

●映画を見て涙がとまりませんでした。知らなく

てはいけないことがある。そして他人事ではい

られないと感じました。（42歳女性）

●沖縄の人々の生きる望みはあるのだろうか。戦

前戦後相変わらず自治差別、人権差別を受けて

それでもなお戦い続けていくエネルギーに驚

く！我々本土の人間はもっと沖縄を理解すべ

き、我々も学ぶべき点は多い。（74歳男性）

●知っているつもりが知らなかった。同じ日本人

なのにごめんなさいと反省しきりです。少しで

も私に出来ることを探し少しでも日本人として

力を出していきたいと思いました。(60歳女性）

●辺野古に何度か行ってきました。三上さんには

これからも頑張って映画を作っていただきた

い。（61歳男性）

●沖縄の人たちの気持ちは大事なことだし、協力

していきたいです。（65歳男性）

●50 代の私たちですら日本が何をしてきたのか

教育の中で知らされてこなかったと思います。

（54歳男性）

『標的の島 風かたか』横浜上映会報告


